
東日本大震災に係る福島県後期高齢者医療保険料の減免の概要 

 

１ 減免の要件・減免割合 

（１）原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第１５条第３項の規定による避

難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避

難又は退避を行っているもの 

   保険料額の全部 

（２）原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準

備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているもの 

 保険料額の全部 

（３）特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第１７条第９項の規定により設置された原

子力災害現地対策本部の長が、事故発生後１年間の積算線量が２０ミリシーベルトを超える

と推定されるとして特定した住居をいう。）に居住しているため避難を行っているもの 

 保険料額の全部 

 

    ただし、平成２５年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨

地点の上位所得層※については、平成２６年度までを減免対象とし、減免額は平成２６年

度４月分から９月分の月割算定額とする。 

    また、平成２６年度中に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地

点の上位所得層については、平成２７年度までを減免対象とし、減免額は平成２７年度４

月分から９月分の月割算定額とする。 

    また、平成２７年度中に指定が解除された旧避難指示解除準備区域の上位所得層につい

ては、平成２８年度までを減免対象とし、減免額は平成２８年度４月分から９月分の月割

算定額とする。 

    さらに、平成２８年度中及び平成２９年４月１日に指定が解除された旧居住制限区域及

び旧避難指示解除準備区域の上位所得層については、平成２９年度までを減免対象とし、

減免額は平成２９年度４月分から９月分の月割算定額とする。 

 

   ※世帯に属する被保険者の旧ただし書所得（総所得等から 33万円を引いた額）の合計額 

が 600万円を超える世帯 

 



 

平成２４年度９月分までの保険料については、以下の（４）～（８）の要件も対象となります。 

 

（４）被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けたもの 

    り災証明書に基づく次の区分による 

損 害 程 度 減 免 割 合 

全壊 全部 

半壊（大規模半壊を含む。） ２分の１ 

（５）被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの 

 保険料額の全部 

（６）被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの 

  保険料額の全部 

（７）主たる生計維持者の事業収入等が減少することが見込まれ、その減少額（保険金、損害賠

償金等により補てんされるべき金額を控除して得た額）が平成２２年の当該収入額の１０分

の３以上であるもの 

  平成２２年の総所得金額等に応じて、対象保険料額（※）の全部～１０分の２ 

※対象保険料額＝前年中の総所得金額等／減少する事業収入等に係る平成２２年中の所得

金額 

（注）平成２２年の総所得金額等が１，０００万円を超える場合等は減免となりません。 

   減免割合の詳細につきましては、「東日本大震災による被災者に対する福島県後期高齢者

医療保険料の減免に関する条例」第２条第１項第４号をご参照ください。 

（８）被保険者（主たる生計維持者以外であるもの）の行方が不明であるもの又は重篤な傷病を

負ったもの 

  保険料額の全部 

 

２ 減免の対象となる保険料 

  平成２３年３月１１日から令和２年３月３１日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場

合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日）が到来する平成２２年度相当分から平成３１年

度（令和元年度）相当分の保険料額 

・ 主たる生計維持者又は被保険者が行方不明となった場合においては、その行方が明らかとな

った日の属する月の前月分までの保険料額 



・ 原発事故に因る避難指示等の対象となった場合においては、それぞれの指示等があった日の

属する月分からの保険料額（平成２３年４月２２日に指示が解除された地域にあっては平成２

３年６月分までの保険料額） 

・ １（４）～（８）の規定による減免は、平成２２年度相当分、平成２３年度相当分及び平成

２４年度相当分を対象とし、平成２４年度においては４月分から９月分までの月割算定額 

・ 平成２５年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点の上位所

得層については、平成２６年度相当分までを減免対象とし、平成２６年度においては４月分か

ら９月分までの月割算定額 

・ 平成２６年度中に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点の上位所

得層については、平成２７年度相当分までを減免対象とし、平成２７年度においては４月分か

ら９月分までの月割算定額 

・ 平成２７年度中に指定が解除された旧避難指示解除準備区域の上位所得層については、平成

２８年度までを減免対象とし、平成２８年度においては４月分から９月分までの月割算定額 

・ 平成２８年度中及び平成２９年４月１日に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示

解除準備区域の上位所得層については、平成２９年度までを減免対象とし、平成２９年度にお

いては４月分から９月分の月割算定額 


